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広報委員会の活動
く歩いでわかる新発見〉
取材日記Part5

町田駅周辺~芹ヶ谷公園

6
月
幻
日
、
こ
の
取
材
で
は
初
め
て
の

雨
。
で
も
雨
も
ま
た
情
緒
が
あ
っ
て
良
い

の
で
は
と
ル
ミ
ネ
前
か
ら
出
発
。
大
通
り

を
図
書
館
の
方
へ
歩
き
な
が
ら
、
今
も
残

る
仲
見
世
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

途
中
の
街
か
ど
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
中
国
清
朝

の
ガ
ラ
ス
展
を
見
学
、
現
在
の
ガ
ラ
ス
と

は
ち
が
う
彩
り
で
宮
廷
を
に
ぎ
わ
し
た
に

違
い
な
い
壷
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

次
に
三
橋
園
民
先
生
の
作
品
が
奉
納
さ

れ
て
い
る
、

三
宝
山
勝
楽
寺
に
立
ち
寄
り

作
品
を
拝
見
し
ま
し
た
。
今
ま
で
会
報
の

表
紙
を
何
げ
な
く
見
て
い
ま
し
た
が
、
現

物
の
襖
絵
を
拝
見
し
た
時
は
そ
の
迫
力
に

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
本
堂
内
初
面
の
作
品

が

1
9
9
8
年
だ
そ
う
で
、
こ
の
大
作
を

一
気
に
描
き
あ
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ

か
ら
出
て
く
る
の
やた
ろ
う
と
思
い
な
が
ら

寺
を
後
に
し
ま
し
た
。

版
画
美
術
館
か
ら
芹
ヶ
谷
公
園
へ

。
写

真
で
見
覚
え
の
あ
る
水
車
、
そ
の
脇
を
流

れ
る
せ
せ
ら
ぎ
。
「
お
天
気
の
い
い
目
だ

っ
た
ら
気
分
良
い
だ
ろ
う
な
あ
」
さ
ら
に

右
手
に
上
が
っ
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な

花
木

「
石
南
花
の
色
は
ど
ん
な
色
な
の
か

な
」
な
ど
と
思
い
な
が
ら
新
緑
の
木
々
の

下
を
歩
い
て
、
ち
ょ
う
ど
疲
れ
た
頃
に
無

料
休
憩
所

「
ひ
だ
ま
り
荘
」
の
看
板
を
発

見
。
早
速
そ
こ
で

一
休
み
、
休
憩
を
す
る

に
は
最
適
な
と
こ
ろ
で
し
た
。

雨
の
芹
ヶ
谷
公
園
を

一
巡
り
し
て
町
田

街庖商世見出甲ぬpつ
ホh
L
+むま

@ 

可観王十で絡連前事すでの4U
 
るよ生先民

、
一
弘

園

¥

橋

¥

三

h

+」
O

H

今
巾

街
道
か
ら
都
市
計
画
道
路
へ

。
法
人
会
が
時ヰ[呈

町
田
市
に
寄
贈
し
た
三
橋
園
民
先
生
の
モ
林

ニ
ユ
メ
ン
卜
が
今
日
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
ゴ
牒

1

ル
。
鳥
の
親
子
は
ド

ッ
シ

リ
と
し
た
中

に
も
、
今
に
も
大
空
へ
飛
び
立
と
う
と
す

る
姿
と
目
の
輝
き
が
あ
り
、

「明
け
ゆ
く
』

の
題
名
に
「
う
う
ん
」
と
私
自
身
も
力
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
も

一
度
現

物
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

今
回
は
変
わ
っ
て
い
く
原
町
田
周
辺
と

古
さ
の
中
に
昧
が
あ
る
物
な
ど
と
出
会
っ

て
き
ま
し
た
。

宮

和
子
)



税
務
署

所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

(
平
成

日
年
法
律
第

8
号
)
に
よ
り
消
費

税
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成

同
年

4

月

1
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ー

事
業
者
免
税
点
が
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。

納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
る
課
税
期
間
の

基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
の
上
限

が

1
千
万
円
(
現
行

3
千
万
円
)
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

〈
適
用
関
係
》

こ
の
改
正
は
、

平
成
叩
年

4
月

1
日

以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
聞
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。
事
業
年
度
が

1
年
の
法
人
の
場

合
で
は
、
平
成

口
年

3
月
決
算
分
(
会
計

期
間
は
平
成

凶
年

4
月

1
日
か
ら
平
成

U
年

3
月

紅
白
ま
で
)
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

出 1 京

消て
雪ト
，(¥1.... 圃4

課
税
事
業
者
届
出
書

の
提

そ
の
課
税
期
間
の
基
準
期
間
(
注
一
前
々

事
業
年
度
)
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が

l

千
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
速

や
か
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
、
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
の

計
算
の
特
例

平
成

時
年

4
月

1
日
以
後
最
初
に
開

始
す
る
課
税
期
間
の
直
前
の
課
税
期
間
に

お
い
て
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た
事

業
者
が
、

同
日
以
後
開
始
す
る
年
文
は
事

業
年
度
の
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上

高
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
す

べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
平
成

日
年
叩
月

1
日
か
ら
ロ
月
白
日
ま
で
の

3
月
分
の
課
税
売
上
高
を

4
倍
し
た
金

額
を
基
準
期
間
に
お
け
る
売
上
高
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
基
準
期
間
の
初
日
が
平
成

日
年

4
月

1
日
前
で
あ
る
こ
と

②
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
を
計

算
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る

?
」

'
Y」

議

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限

が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に
お
け
る
課

税
売
上
高
の
上
限
が

5
千
万
円
(
現
行

2

億
円
)
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

〈
適
用
関
係
》

こ
の
改
正
は
、

平
成
時
年

4
月

1
日

以
後
開
始
す
る
課
税
期
聞
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

{
ポ
イ
ン
ト
}

ー
、
新
た
に
簡
易
課
税
を
選
択
す
る
場
合

そ
の
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
が

5
千
万
円
以
下
の
事
業

@ 



φ

グ
&
老
d

者
が
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
課
税
期
間
の

開
始
の
日
の
前
日
(
事
業
を
開
始
し
た
課

税
期
間
等
で
あ
れ
ば
そ
の
課
税
期
間
中
)

ま
で
に
所
轄
税
務
署
長
に
「
消
費
税
簡
易

課
税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た
事
業
者

が
、
平
成
凶
年

4
月

1
日
以
後
最
初
に

開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
簡
易
課
税
制
度

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
課
税
期
間
中
に
「
消
費
税
簡
易
課
税

制
度
選
択
届
出
書
」
を
提
出
す
れ
ば
、
簡

易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

2
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
な
い

場
合簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
な
い
場

合
、
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
の

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
課
税
仕
入
れ

等
の
事
実
を
記
録
し
た
帳
簿
及
び
課
税
仕

入
れ
等
の
事
実
を
証
す
る
請
求
書
等
の
両

方
の
保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
(
基
準
期

間
の
課
税
売
上
高
が

5
千
万
円
を
超
え

る
事
業
者
は
、
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
)

3
、
平
成
時
年

4
月
1
日
前
に
提
出
し

た
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」

の
効
力
平
成
時
年

4
月
1
日
前
に
「
消
費
税

簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
所
轄
税

務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
事
業
者
は
、
改

正
後
の
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
事
業
者

と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
改
め
て
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

4
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
や
め
る
場

A
口

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
た
事
業

者
は
、
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
を
除
き
、

2
年
間
以
上
継
続
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
適
用
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

3
総
額
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ

古
今
寸
ヲ
。

課
税
事
業
者
が
取
引
の
相
手
方
で
あ
る

消
費
者
に
対
し
て
商
品
等
の
販
売
、
役
務

の
提
供
等
の
取
引
を
行
う
に
際
し
、
あ
ら

@ 

か
じ
め
そ
の
取
引
価
格
を
表
示
す
る
場
合

に
は
、
消
費
税
額
(
含
む
地
方
消
費
税
額
)

を
含
め
た
価
格
を
表
示
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
す
。

《
適
用
関
係
〉

こ
の
改
正
は
、
平
成
時
年

4
月

1
日

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

1
、
総
額
表
示
と
は

総
額
表
示
と
は
、
例
え
ば
、
次
に
揚
げ

る
よ
う
な
表
示
を
い
い
、
消
費
税
額
を
含

む
支
払
総
額
が
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
併

せ
て
「
消
費
税
額
」
や
「
税
抜
価
格
」
を
表

示
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

10290円

10290円(税込)

10290円(本体価格9800円)

10290円(うち消費税等490円)

10290円(本体価格9800円、

消費税等490円)

(注)価格の表示が消費税等を含

めた総額であれば‘、「総額であるJ
旨の表示は必要ありません。



襲警

2
、
表
示
媒
体

対
象
と
な
る
価
格
表
示
は
、
商
品
本
体

に
よ
る
表
示
(
商
品
に
添
付
文
は
貼
付
さ

れ
る
値
札
等
)
、
庖
頭
に
お
け
る
表
示
、
チ

ラ
シ
広
告
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
に
よ
る
広
告
、

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る
広
告
な
ど
、
消

費
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
価
格
表
示
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
表
示
媒
体
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

総
額
表
示
義
務
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
口
頭
に
よ
る
価
格
の
表
示
は
、

総
額
表
示
義
務
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
価
格
が
表
示
さ
れ
る
場
合
と
し

て
は
、
商
品
等
の
選
択
時
(
値
札
等
)
と
代

金
の
決
済
時
(
レ
シ
ー
ト
等
)
が
あ
り
ま

す
が
、
総
額
表
示
義
務
の
対
象
と
な
る
の

は
、
商
品
等
の
選
択
時
の
価
格
表
示
で
す
。

3
、
価
格
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合

総
額
表
示
義
務
の
対
象
と
な
る
の
は
、

あ
ら
か
じ
め
取
引
価
格
を
表
示
す
る
場
合

で
あ
り
、
価
格
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
つ
い
て
ま
で
、

価
格
の
表
示
を
義
務

付
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1時間まで
無料。
お気軽にどうぞ11

5.相談場所
左記法律事務所

交通・ 都蛍地下鉄新宿線 「小川町」駅(A6出口)徒歩1分
営団地下鉄丸ノ内線 ii炎路町J駅(A4出口)徒歩2分
営団地下鉄千代回線 「新御茶ノ水」駅(B6出亡1)徒歩2分

]R "1'央線総武線「御茶ノ水」駅聖橋口徒歩9分
6.その他
・無料相談H寺聞は 111寺
附までです。((社)東

京法人会連合会が負但

します。)

・時間を超えて相談さ

れる場合は相談者の

負担となります。

・料金は延長 30分ご
とに、 5，000円です。
その場で実質をお支

11.，¥、ください。

く〉お問い合わせ先

(社)東京法人会連合会

TEL: 03-3357-0771 

l申し込み方法
(1) (社)東京法人会連合会総務諜あて電話で申し込ん

でください。

TEL:03-3357・0771(土日祝日を除く午前911寺一午後5時)
(2) その際、①所属法人会名 ②法人名 ③相談者名

④連絡先電話番号をお知らせください。

(3)申し込み状況によってはお断りする場合もあります。

(4) 申し込み後、別途、下記姐当弁殻士事務所あて電

話のうえ相談日時等を打ち合わせてください。

その際、必ず「東京法人会迎合会の法律相談」 利用

の旨を告げてください。

(5)相談日時は毎週月曜日から金|鹿日まで(祝日は除く)

の午前101時.11時および午後211寺.3時 4時です。
2.利用できる方
都内各法人会の会員企業および経蛍者等。(同一人の相

談は月 1回に限らせていただきます。)

3.相談内容
法律全般。(相続等会社業務以外の相談も可。)

4担当弁護士
鳥飼総合法律事務所 鳥飼重手[けi~殻士他 19 名
千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル6階

TEL: 03-3293-8817 

@ 



平成15年度税制改正
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平
成
十
五
年
度
改
正
で
は
、
相
続
税
・

贈
与
税
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
見
直
し
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ

と
に
し
ま
す
。税

率
の
引
を
ホ
げ
等

今
年
度
改
正
に
よ
り
、
相
続
税
お
よ
び
贈
与

税
の
最
高
税
率
が
、

七
O
%
か
ら
五

O
%
に
引

き
下
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
税
率
区
分
が
以
下
の

と
お
り
簡
素
化
さ
れ
ま
し
た
。

-a・E点a町福田富儲置畠田
10% 

15% 

20% 

30% 

~1 ，000万円以下の金額

~3 ，000万円以下の金額

~5 ，000万円以下の金額

~1億円以下の金額

〈相続税の税率構造〉

40% 

50% 

~3億円以下の金額

3億円超の金額

15% 

20% 

25% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

~800万円以下の金額

~1 ，600万円以下の金額

~3 ，000万円以下の金額

~5，000万円以下の金額

~1億円以下の金額

~2億円以下の金額

~4億円以下の金額

~20億円以下の金額

20億円超の金額

〈贈与税の税率構造〉

10 % 

15% 

20% 

30% 

40% 

50% 

~200万円以下の金額

~300万円以下の金額

~400万円以下の金額

~600万円以下の金額

~1 ，000万円以下の金額

1，000万円超の金額

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

~150万円以下の金額

~200万円以下の金額

~250万円以下の金額

~350方円以下の金額

~450万円以下の金額

~600万円以下の金額

~800万円以下の金額

~ 1 ，000万円以下の金額

~1 ，500万円以下の金額

~2 ， 500万円以下の金額

~4， 000万円以下の金額

~1億円以下の金額

1億円超の金額

。



椙
続
時
精
算
課
税
制
度

川
制
度
の
概
要

一一

O
万
円
非
課
税
と
の
選
択
に
よ
り
、

生
前
贈
与
を
受
け
た
者
で

一
定
の
要
件
を
満
た

す
も
の
に
つ
い
て
は
、

二
、
五

O
O万
円
ま
で

を
贈
与
税
の
非
課
税
枠
と
し
、
そ
れ
を
超
え
る

贈
与
財
産
に
つ
い
て
贈
与
税
(
税
率
二
O
%
)

を
支
払
い
、
そ
の
後
の
相
続
時
に
贈
与
財
産
と

相
続
財
産
と
を
合
計
し
た
価
額
を
基
に
計
算
し

た
相
続
税
額
か
ら
既
に
支
払

っ
た
贈
与
税
額
を

[計算例]

相続時精算課税制度の適用を受ける場合

①子が親から3，000万円の贈与を受けた時

3，000万円一2，500万円=500万円

500万円X20%=100万円(贈与税額)…A

②親が死亡した時の基礎控除を差し引いた後

の課税遺産額が7，000万円であったとき(相

続人1人)、贈与財産と加算した金額は

(7，000万円+3，000万円)=1億円となる。

③これに対する相続税額 2，300万円…B

④相続税納付額は B-A=2，200万円

控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
贈
与
税
・
相
続
税
を
通

じ
た
納
税
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

ω適
用
対
象
者

贈
与
者
は
六
五
歳
以
上
の
親
、
受
贈
者
は
二

O
歳
以
上
の
子
で
あ
る
推
定
相
続
人
で
す
。

ω適
用
手
続

こ
の
制
度
を
選
択
す
る
受
贈
者
(
子
)
は
、

最
初
の
贈
与
を
受
け
た
年
の
翌
年
二
月

一
日
か

ら
三
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
所
轄
税
務
署
長
に

対
し
て
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書」

を

提
出
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
平
成
十
五
年

一
月

一
日
以
後
の

相
続
ま
た
は
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

川
制
度
の
概
要

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
、
自
己
の

居
住
の
用
に
供
す
る

一
定
の
家
屋
(
注

1
)
を

取
得
す
る
資
金
ま
た
は
自
己
の
居
住
の
用
に
供

す
る
家
屋
の

一
定
の
増
改
築
(
注

2
)
の
た
め

の
資
金
を
受
け
る
場
合
に
限
り
非
課
税
枠
が
三
、

五

O
O万
円
と
な
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
仰

に
な
り
ま
し
た
。

(注
1
)

一
定
の
家
屋
と
は
、
新
築
ま
た
は
築
後
初

経
過
年
数
が
二
O
年
以
内
(
一
定
の
耐
火
建
築
部

物
で
あ
る
場
合
に
は
二
五
年
以
内
)
の
家
屋
で
削

床
面
積
が
五

0
2m
以
上
で
あ
る
こ
と
等
を
満
た
い

す
も
の
を
い
う
。

齢

(注
2
)

一
定
の
増
改
築
と
は
、
増
築
、
改
築
、
山
一

大
規
模
修
繕
、
大
規
模
の
模
様
替
え
等
で
あ

っ
職

て
、
増
改
築
の
工
事
費
用
が

一
O
O
万
円
以
上
川ふー

で
あ
る
こ
と
、
増
改
築
後
の
床
面
積
が
五

0
2m
-

以
上
で
あ
る
こ
と
等
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

一

回
適
用
対
象
者

時わ

贈
与
者
の
年
齢
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

時
川
叫

受
贈
者
の
年
齢
要
件
と
し
て
二
O
才
以
上
で
あ
明

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

引事

こ
の
特
例
は
、
平
成
十
五
年

一
月

一
日
か
ら

山

平
成
十
七
年
十
二
月
=
二

日
ま
で
の
聞
の
贈
与
肯

に
対
す
る
時
限
措
置
で
す
。
な
お
、
現
行
の
住

宅
取
得
資
金
等
の
贈

与
を
受
け
た
場
合
の

贈
与
税
額
の
計
算
の

特
例
(
五
分
五
乗
方

式
)
に
つ
い
て
、
平

成
十
七
年
十
二
月
三

一
日
ま
で
経
過
措
置

と
し
て
残
さ
れ
ま
す
。

@ 



法人会全国大会・東京1回

-日時/平成15年9月30日(火)・会場/東京国際フォーラム
(最寄駅 JR山手線有楽町駅)

当日の次第(予定)

。第1部毒事 平成16年度税制改正要望全国大会

( 13 : 30~ 14 : 15 ) 

記念講演

( 14 ・ 30~ 15 ・40 )

講師:堺屋太一氏

(作家・元経済企画庁長官)

第21団法人会全国大会・東京大会

(1 6:00~ 17: 1 0) 

懇親会

(17 : 30~ 18:50) 

。第2部殺

電器第4昔日③

@第3部命

みa'さまのこ参加をお待ちしております。

.第21回

nh蒜安芸東法違ホームページ (http://www.tohoren.or.jp)
東法連TEL03-3357-0771 

大会への参加を精望される会員の方は所属の法人会にお申込みください。

今
年
は
梅
雨
前
に
早
く
も
台
風
が
接
近
し
た

り
、
上
陸
し
た
り
の
騒
ぎ
で
、
台
風
シ
ー
ズ
ン
が

去
る
ま
で
心
配
の
種
が
増
え
る
年
に
な
り
そ
う

で
す
。
(
商
売
が
ら
雨
、
風
が
嫌
い
な
の
で
す
)

住
ま
い
が
根
岸
で
あ
る
た
め
、
台
風
で
思
い

出
す
の
が
、
昔
の
境
川
の
氾
酷
で
す
。
台
風
の
襲

来
ご
と
に
氾
濫
し
、
床
上
浸
水
や
、
家
畜
が
流
さ

れ
る
被
害
が
続
き
ま
し
た
。
消
防
団
に
在
籍
し

腰
ま
で
濁
流
に
つ
か
り
な
が
ら
〈
活
躍
〉
し
て
い

た
若
か
り
し
頃
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

現
在
で
は
立
派
に
河
川
改
修
さ
れ
、
昔
の
く

ね
く
ね
し
た
川
の
面
影
は
、
上
流
の

一
部
以
外

で
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

町
田
市
と
接
す
る

m
M近
く
の
河
川
改
修
に
い

く
ら
の
工
事
費
が
掛
か
っ
た
の
か
、
税
金
が
投

入
さ
れ
た
の
か
と
思
っ
て
も
想
像
が
つ
き
ま
せ

ん
僅
か
の
納
税
し
か
し
て
い
な
い
私
の
身
近
な

所
の
河
川
改
修
に
、
多
額
の
税
金
が
投
入
さ
れ

地
域
の
安
全
が
保
た
れ
る
。
感
謝
し
つ
つ
、
納
税

義
務
に
納
得
す
る
次
第
で
す
。

(
若
林

章

発行人・(社)町田法人会 会長 八木要 編集人・(社)町団法人会広報委員会

東京都町田市森野1丁目9番20号 第二矢沢ビル4階 TEL:042(726)2453FAX:042(724)5853 

町団法人会ホームページ http:/八Nww.hojinka卜machida.or.jp

Eメール official@hojinkai-machida.or.jp 

東法違・都内法人会の会員専用ベジ ユ ザ名;tohoren パスワド;0771 

本紙掲載の記事、写真の無断掲載を禁じます。

@ 



従業員の退職金準備に

-制度の内容
・東京都所在の事業所であれば中小企業に限らず、その従

業員を加入させることができます(ただし、年齢14歳6n.FJ
超70歳6ヵ月以下に限ります)。なお、掛金の払込みは消i
75歳までとします。

・この制度に加入する場合には、全従業員を加入させなけ

ればなりません。ただし、事業主自身、役員(使用人兼務役

員を除く)、事業主と生計をーにする親族は加入できません。

・中小企業退職金共済制度や適格退職年金との重複加入

も認められています。

お問い合わせ ・資料請求は

-退職年金による給付金の受け取り

退職給付金を年金(支給期間 5年もしくは10年)として
受け取るとともできます。(掛金払込み期間10年、年金月額
2万円をともに超えていち従業員にのみ適用)

-過去勤務期間通算のおすすめ

この制度に加入する以前の勤務期間を、 10年を限度としてさ

かのぼることができます。 ($fr#VJI人事業所のみ適用)

※こIJI入に際しては所定のパンフレットを必ずごらんください。

委託保険制士大同生制呆樹拭会社

主史議議議特定退職金共済会全疋;。:bH75jU詔iwziZ1印
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事
前
に
連
絡
し
て
お
け
ば
、

ふ
す
ま
絵
が
拝
観
で
き
ま
す
。

愛情豊かに表現されて

る巣立ち間際の母子鳥。

至局;菊

モ
ニ
ユ
メ
ン
ト
「
明
け
ゆ
く
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